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　計画の基本的な考え方　 

 

１　はじめに 

我が国において少子化が深刻な課題となる中、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生

まれ、育てられる環境を整備することを目的に、平成１５年７月に次世代育成支援対策推進

法が制定されました。 

また、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、豊かで活力ある社会を実

現することを目的に、平成２７年８月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が

制定されました。 

これらの法律に基づき、地方公共団体には職員を雇用する事業主としての立場から、特定

事業主行動計画を策定することが義務付けられています。 

本市では、平成１７年４月に「知立市次世代育成支援特定事業主行動計画」を策定し、平

成２８年４月から女性職員の活躍推進に関する計画を策定し取組みを進めてまいりました。

令和３年４月からは、次世代育成支援と女性活躍推進を密接に関連する課題と捉え、施策を

より一体的に展開するために両計画を統合した「知立市特定事業主行動計画（以下「前計画」

という。）」を策定しました。 

この度、令和８年３月をもって、前計画が終了するにあたり、これまでの取組みの成果と

課題を継承しつつ、社会情勢の変化に対応した新たな目標を掲げ、本計画を策定します。 

本計画の推進により、全ての職員が性別に関係なく、その個性と能力を最大限に発揮し、

ワーク・ライフ・バランスを保ちながら高い意欲を持って働き続けることができる職場環境

の実現を目指します。 
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２　計画の位置付け 

本計画は、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１９条及び女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１９条の規定に基

づいた、特定事業主行動計画として策定します。 

 

３　計画期間 

本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。 

 

４　対象職員 

本計画の対象となる職員は、正規職員のほか、任期付職員、暫定再任用フルタイム職員、

暫定再任用短時間勤務職員、定年前短時間勤務職員、会計年度任用職員を含むすべての職員

とします。 

本計画に定める目標（目標数値）については、正規職員を対象とします。 

 

５　計画の推進体制 

本計画に基づく取り組みを推進するため、実施状況の把握・検証し、その結果を今後の対

策に反映させるとともに、必要に応じて計画の見直しを行います。 

また、取組状況や目標に対する実績等を毎年度公表することとします。 

 

　現状と課題　 

 

本計画の策定にあたり、現状と課題の把握を行うため、前計画において目標に掲げた項目

を中心に分析を行いました。 

 

○次世代育成支援関係 

 

１　職員１人あたりの年次休暇の平均取得日数について（各年度実績） 

令和６年度における職員１人あたりの年次有給休暇の平均取得日数は１４．４０日とな

り、令和元年度実績の１２．００日から２．４日増加しました。 

年次有給休暇取得計画表の活用による計画的な取得の促進、「あいち・ワーク・ライフ・

バランス推進運動」への参画、さらには夏季・年末年始等の長期休暇における連続休暇取

得の推奨など、組織的な働きかけを継続した成果であり、当初の目標を達成することがで

 前計画目標：令和元年度からの維持または増加を目指します。

 令和元年度
平均取得日数（日）

12.00

 令和６年度 14.40



きました。 

 

○女性活躍推進関係 

 

１　採用した職員に占める女性職員の割合（各年度年４月１日時点） 

令和７年度における採用者に占める女性職員（常勤職員）の割合は６５．９％となり、

令和２年度実績の６５．５％から０．４％増加しました。採用ガイドブック等や採用説明

会で、ワーク・ライフ・バランスの推進や女性活躍を周知したことにより、前計画で目標

としていた「５０％以上の維持」を上回る結果となりました。 

 

２　平均継続勤務年数の男女の差異（各年度退職者実績） 

令和元年度と比べると平均勤続年数の男女の差異は縮まっていますが、令和６年度の平

均継続勤務年数は男女間で依然として大きな開きがあります。 

要因として、保育職等の女性が多い専門職でライフイベントによる退職が根強いことが

挙げられます。今後は、仕事と育児・介護との両立が可能な職場環境の確立が必要であり

ます。 

 

 

 

 前計画目標：採用者に占める女性の割合について、５０％以上の維持を目指します。

 女性（人） 男性（人） 合計（人） 女性の割合（％）

 

令和２年度

採用者数 

（常勤職員） 19 10 29 65.5

 採用者数 

（会計年度任用職員） 428 47 475 90.1

 

令和７年度

採用者数 

（常勤職員） 27 14 41 65.9

 採用者数 

（会計年度任用職員） 569 53 622 91.5

 女性 男性

 
令和元年度

退職者数（人） 8 14

 平均勤続年数 13年6月 37年7月

 
令和６年度

退職者数（人） 18 11

 平均勤続年数 16年5月 22年4月



 

３　職員一人当たり一月当たりの各月ごとの時間外勤務時間（各年度実績）） 

 

 

 

 

 

職員一人当たりの１年間の時間外勤務数については、令和元年度実績１２９時間と比較

して、令和６年度実績は大幅に削減となり、目標の１１０時間以下を達成することができ

ました。また、各月別で比較しても令和元年度よりも減少しています。 

分散勤務や在宅勤務による効率的な業務遂行、ＤＸ化による業務フローの見直し、所属

長による事前承認制の徹底といったマネジメント強化等により、令和元年度から大幅に時

間外勤務数を減少することができました。 

 

４　直近３か年における時間外勤務上限　年３６０時間超えの職員の割合 

ノー残業デーの徹底や業務効率化により、直近３か年の年３６０時間超の職員は減少傾

向にあります。一方で、繁忙期や特定の事務を担当する職員に、業務が集中してしまう状

況が依然として残っています。 

今後はさらなる是正に向け、業務配分の見直しや相互応援体制を強化し、一部の職員に

過度な負担が生じないよう、業務の共有化と平準化に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 前計画目標：職員一人当たりの１年間の時間外勤務時間数（防災・選挙を除く）を、令和元年 

実績１２９時間から１割以上縮減し、１１０時間以下にします。

 4月 5月 6月 7月 8月 9月

 令和元年度 職員一人当たりの

平均時間外勤務

18.8 14.7 13.5 12.3 10.2 12.9

 令和６年度 12.6 8.8 8.4 8.2 6.1 8.2

 10月 11月 12月 1月 2月 3月

 令和元年度 職員一人当たりの

平均時間外勤務

11.6 14.5 13.1 14.4 15.0 19.0

 令和６年度 9.0 7.8 7.5 8.9 9.6 11.7

 職員一人当たりの１年間の 

平均時間外勤務時間数

令和元年度 令和６年度

 １２９時間 １０６時間

 時間外勤務上限 

年３６０時間超えの職員の割合（％）

令和４年度 令和５年度 令和６年度

 6.1 3.5 3.4



５　管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（各年度４月１日時点） 

　　（管理職員：課長補佐級以上の職員） 

令和７年度における管理的地位にある職員に占める女性職員の割合が３４．０％となり、

令和２年度実績の３０．０％からさらに上昇しました。将来の管理職員候補となる主査

級・係長級の女性職員に対して、多様な部署への積極的な配置や上位職を意識したキャリ

ア形成支援を目的とした研修を実施したことが今回の結果に繋がりました。 

しかし、課長補佐級と比較して、部長級及び課長級における女性職員の割合が低いため、

引き続き女性職員の登用の取組みが必要であると考えられます。 

 

６　各役職段階にある職員に占める女性職員の割合（各年度４月１日時点） 

令和７年度における役職別の女性職員割合を令和２年度と比較すると、課長級及び課長

補佐級では着実な増加を示しています。 

引き続き、割合の維持及び向上を図るとともに、課長級及び課長補佐級の職員がさらに

部長級等の上位意思決定層へ昇進するための育成を強化する必要があります。 

また、主査級職員が昇進に意欲を持てるよう、責任ある立場においても仕事と家庭を両

立できる環境整備を推進し、研修等の機会を積極的に提供していきます。 

 前計画目標：管理職員の女性割合について、３０％以上の維持を目指します。

 　 女性（人） 男性（人） 合計（人） 女性の割合（％）

 令和２年度
管理職員数

27 63 90 30.0

 令和６年度 32 62 94 34.0

 　 女性

（人）

男性

（人）

合計

（人）
女性の割合（％）

 

令和２年度

職員数（部長級） 1 10 11 9.1

 （課長級） 3 27 29 6.9

 （課長補佐級） 23 20 35 42.9

 （係長級） 29 36 84 57.1

 （主査級） 67 33 76 56.6

 （主事級） 124 96 236 59.3

 

令和７年度

職員数（部長級） 1 11 12 8.3

 （課長級） 5 24 29 17.2

 （課長補佐級） 26 27 53 49.1

 （係長級） 29 27 56 51.8

 （主査級） 79 59 138 57.2

 （主事級） 152 75 227 67.0



７　直近３か年における男女の給与の差異について 

令和６年度の男女の給与差異（全職員）は前年度より２．０％改善されているものの、

「任期の定めのない常勤職員以外」の職員である会計年度任用職員の女性の割合が多く、

給与水準が低い職員が女性に偏っているため、全職員で見ると男女の給与の差異が大きく

なっています。 

また、任期の定めのない常勤職員については、扶養手当受給者の約９割が男性職員であ

る点も影響しています。 

今後は女性管理職員の登用をさらに進めるとともに、性別役割分担意識の解消に向けた

男性の家庭参画を促進し、構造的な差異の縮小を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度 職員区分

 男女の給与の差異（％）  

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

 

令和４年度

任期の定めのない常勤職員 83.9

 任期の定めのない常勤職員以外の職員 59.1

 全職員 67.1

 

令和５年度

任期の定めのない常勤職員 84.7

 任期の定めのない常勤職員以外の職員 73.9

 全職員 66.9

 

令和６年度

任期の定めのない常勤職員 86.1

 任期の定めのない常勤職員以外の職員 81.3

 全職員 68.9



○次世代育成支援関係及び女性活躍推進関係 

 

１　男女別の育児休業取得率（各年度実績） 

 

（参考）令和６年度における男女別取得期間の分布状況 

男性の育休取得率は、令和元年度の１４．３％から１００．０％となり、目標を大幅

に達成することができました。 

男性職員の育児休業取得率が上昇した要因としては、令和４年５月に地方公務員の育児

休業法が改正され、産後パパ育休や育児休業の分割取得が可能となったことに加え、育児

休業を取得した男性職員の体験談を庁内ＬＡＮ等で紹介したことで、職場全体の理解が深

まり、取得率上昇に繋がりました。また、女性職員も取得期間２年以上が５２．９％と高

い水準となっており、保育入所等に合わせた柔軟な両立環境が維持されています。 

 

２　男性職員の配偶者出産休暇・育児参加のための休暇取得率（各年度実績） 

 

 前計画目標：男性職員の育児休業取得率について、３０％以上を目指します。

 女性 男性

 令和元年度
育児休業取得率（％）

100.0 14.3

 令和６年度 100.0 109.1

 区分 女性（％） 男性（％）

 １週間未満 0.0 8.3

 １週間以上　２週間未満 0.0 8.3

 ２週間以上　１月以下 0.0 41.8

 １月超　３月以下 0.0 33.3

 ３月超　６月以下 0.0 0.0

 ６月超　９月以下 0.0 8.3

 ９月超　１２月以下 11.8 0.0

 １２月超　２４月以下 35.3 0.0

 ２４月超 52.9 0.0

 前計画目標：男性職員の配偶者出産休暇・育児参加のための合計取得日数について、５日以上を

目指します。

 配偶者出産休暇　取得率（％） 育児参加のための休暇取得率（％）

 令和元年度 100.0 21.4

 令和６年度 100.0 100.0



（参考）令和６年度における合計取得日数の分布状況について 

啓発資料の周知により、男性の育児参画に対する職員の意識が高まりました。育児休

業の取得促進と並行して「５日以上の休暇取得」を推進した結果、出産直後から休暇を

取得することへの職場の理解が浸透してきました。 

引き続き、特定の部署に偏ることなく、業務調整の工夫等を通じて全部署で柔軟に取

得できる環境づくりを推進します。 

 

　目　標　 

 

上記の現状と課題を踏まえ、改善すべき点について分析を行いました。当該課題分析の

結果、以下のとおり目標を設定します。　 

 

○次世代育成支援関係 

 

・職員一人当たりの年次休暇の平均取得日数　令和１２年度　１５日以上 

 

○女性活躍推進関係 

 

・採用した職員に占める女性職員の割合　令和１２年度　５０％以上 

 

・職員一人当たりの１年間の平均時間外勤務数（防災・選挙を除く） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和１２年度　１００時間以下 

 

・管理的地位にある職員に占める女性職員の割合　令和１２年度　３５％以上 

　 

○次世代育成支援関係及び女性活躍推進関係 

 

・男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇について、５日以上の取得率 

令和１２年度　１００％ 

 

 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得日数について

 取得期間の状況 割合（％）

 合計取得日数が５日未満 9.1

 合計取得日数が５日以上 90.9



・男性職員の２週間以上の育児休業取得率　　　　　　　令和１２年度　９０％以上 

 

　計画期間中の取組内容　 

 

上記目標の達成に向け、それぞれの目標に応じた取組を実施します。 

 

　○次世代育成支援関係 

 

 

 

 

 

 目標：職員一人当たりの年次休暇の平均取得日数　令和１２年度　１５日以上

 ＜取組内容＞

 意識改革と取得勧奨の強化 

・休暇取得は全職員共通の課題であるとの認識のもと、取得率の低い所属を把握し、会

議等の場で積極的に取得促進を呼びかけます。 

・取得率の低い職場に対しては、ヒアリングを実施して課題を抽出するとともに、積極

的な取得を促します。 

計画的に休みやすい環境づくり 

・各所属で業務計画を事前に周知し、業務の繁閑を見極めることで、職員がスケジュー

ルを立てやすい環境を整えます。 

・月1回以上の休暇取得を目指し、職場ごとに予定表を作成・共有することで、計画的

な取得を習慣化します 

管理職員の率先垂範と相互応援体制の整備 

・所属長自らが進んで休暇を取得し、日頃から十分なコミュニケーションを図ること

で、職員が気兼ねなく休みを申し出られる職場風土を醸成します。 

・休暇取得時でも事務が滞らないよう、職場内での情報共有や相互に応援し合える体制

を整備します。 

多様なライフスタイルに合わせた休暇取得の推進 

・週休日や夏季休暇等と合わせた連続休暇のほか、リフレッシュ休暇、子どもの学校行

事、家族の記念日（誕生日・結婚記念日等）に合わせた取得を推奨します。 

・ゴールデンウィークやお盆期間における公式会議を自粛し、組織として休暇を取りや

すい雰囲気をつくります。



○女性活躍推進関係 

 

 

 

 目標：採用した職員に占める女性職員の割合　令和１２年度　５０％以上

 ＜取組内容＞

 女性が活躍できる職場環境のＰＲ 

・仕事と課程・育児を両立している女性職員の事例を募集要項やホームページ等で積

極的に発信し、女性が活躍できる職場であることを周知します。 

ワークライフバランスの普及啓発 

・多様な働き方が可能であることを発信し、性別問わず誰もが意欲を持って働き続け

ることができる職場環境を周知します。

 目標：職員一人当たりの１年間の平均時間外勤務数（防災・選挙を除く）を、令和６年

度実績の１０６時間から、令和１２年度までに１００時間以下にします。

 ＜取組内容＞

 制度の周知と定時退庁の指導徹底 

・「仕事と育児・介護の両立支援制度ハンドブック」を活用し、小学校就学前の子を持

つ職員の深夜勤務・時間外勤務制限制度を周知徹底します。 

・ノー残業デーには、所属長が職員へ呼びかけを行い、定時退庁の指導を徹底します。

また、定時退庁が困難な職員が多い所属を把握し、重点的な指導を行います。 

業務の効率化と執務体制の整備 

・全庁的な取り組みとして、業務計画の策定・周知、および定例・恒常的業務のマニュ

アル化を図り、効率的な事務遂行を推進します。 

・行事等の新設に際しては、目的や必要性を十分に検討し、既存行事との統合や廃止を

含めた事務の見直しを徹底します。 

・事務や人事の全体像を把握することで効率的な事務配分や人事配置に努め、職員が計

画的に事務を進行できる環境を整えます。 

・令和８年６月１日から窓口開庁時間の短縮（現行8：30～17：15　変更後9：00～16：

00）を実施し、事務処理を効率的に進める体制を整えることで、定時退庁の促進と時間

外勤務の抑制を図ります。 

時間外勤務の厳格な管理と健康管理 

・１月あたり４５時間又は１日あたり４時間を超える場合は「時間外勤務協議書」の提

出を求めることで、所属長の意識向上を図ります。 

・時間外勤務が多い職員については、所属長が主体となって原因究明と解消に取り組
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 み、自ら率先して定時・早期退庁を呼びかけることで、退庁しやすい雰囲気をつくりま

す。 

・長時間の時間外勤務が発生した場合は、健康状態や休暇取得状況に注意し、健康相談

や受診勧奨など適切な対応を図ります。 

評価制度への反映とマネジメント能力の向上 

・管理職員のマネジメント能力や、部下職員の業務改善への取り組みを人事評価に反映

させ、組織的な業務効率化を推進します。 

柔軟な働き方の推進 

・分散勤務等を活用し、業務に応じた柔軟な働き方を実施することで時間外勤務を縮減

します。

 目標：管理的地位にある職員に占める女性職員の割合　令和１２年度　３５％以上

 ＜取組内容＞

 女性職員のキャリア形成と登用の促進 

・女性職員を対象とした各種研修や外部研修への派遣を積極的に行い、キャリアアップ

を支援します。 

多様な職域への配置拡大 

・特定の部署に偏ることなく、女性職員を多様な所属に積極的に配置し、職務経験の幅

を広げます。 

次世代リーダーの育成 

・各役職段階において、将来の幹部候補となる人材プールの確保を念頭に置いた、計画

的な人材育成を実施します。

 目標：男性職員の２週間以上の育児休業取得率　令和１２年度　９０％以上

 ＜取組内容＞

 制度の周知と取得の働きかけ 

・「仕事と育児・介護の両立支援制度ハンドブック」を該当職員へ配布し、出産・育児

に関する制度の周知と休暇取得の働きかけを徹底します。 

職場環境の醸成と啓発 

・研修や職員会議等での制度説明を通じ、育児休業等を気兼ねなく取得できる職場全体

の雰囲気づくりを推進します。 



 

 

 

　その他の取組内容　 

 

　目標の達成に向けた取組みに加え、次世代育成支援及び女性活躍推進の観点から必要な取

組みを行います。 

 

１　仕事と育児・介護の両立支援制度ハンドブックの作成・配布 

・育児休業、部分休業、介護休業等の各種制度や、利用可能な手当金などを網羅的にまと

めた「仕事と育児・介護の両立支援ハンドブック」を整備します。庁内ＬＡＮへの掲載に

より、職員がいつでも手軽に情報を参照できる環境を整え、制度の着実な利用を促進しま

す。 

 

２　育児休業等を取得しやすい環境の整備や円滑な職場復帰の支援 

・不妊治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推進します。 

・職場内研修や会議等で定期的に制度の趣旨を周知し、職場における理解を深めることで、 

組織全体でサポートする体制を構築します。 

・育児休業取得者の不安解消のため、「復職支援プログラム」を実施し、職場との密な連携 

による円滑な職場復帰を支援します。 

 管理職員のマネジメント能力向上 

・男性の育児休業取得を促進するため、管理職員を対象にした意識改革や職場マネジメ

ントに関する研修を実施し、部下の育児休業取得を円滑に支える職場のマネジメント能

力の向上を図ります。

 目標：配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇について、５日以上の取得率　 

令和１２年度　１００％

 ＜取組内容＞

 制度の周知と取得の働きかけ 

・「仕事と育児・介護の両立支援制度ハンドブック」を対象職員へ配布し、制度理解を

深めるとともに直接的な働きかけを行うことで、育休取得を促進します。 

組織全体の意識改革と環境整備  

・研修や会議を通じて「休みやすい雰囲気」を醸成します。特に管理職員に対しては、

意識改革や職場マネジメントに関する研修を継続し、組織全体で育休取得を支える体制

を強化します。



 

３　育児休業に伴う任期付採用及び会計年度任用職員の活用 

・職員が安心して育児休業を取得できるよう、業務継続に支障が生じる場合には、任期付

職員の採用や会計年度任用職員の配置など、代替要員の確保を迅速かつ適切に行い、職場

の執行体制を維持します。 

 

４　介護休暇制度等の周知 

・介護離職を生じさせないよう、介護休暇等の制度について周知を徹底し、男女の平均継

続勤務年数の差異解消に努めます。 

 

５　ハラスメント防止対策 

・職場内研修等により各種ハラスメント研修の実施、啓発を図ります。 

・知立市職員のハラスメントの防止等に関する要綱に基づき、相談窓口を設置し、速やか

に事実関係の調査及び確認、当事者に対する助言等を行い、問題の解決を図ります。 

 

６　女性職員の健康管理に関する取り組み 

・産業医や臨床心理士による身体と心の相談事業を実施し、職員が心身の不調を早期に相

談できる体制を整備します。 

・各種がん検診の受診機会を確保するとともに、受診勧奨を積極的に行うことで、病気の

早期発見と健康維持を推進します。 

 

７　子ども・子育てに関する地域貢献活動 

・地域団体等による子育て支援活動や、文化・スポーツ活動のリーダー・指導者として、

地域における子どもの健全育成に積極的に貢献します。 

・夏休み等における休暇の積極的な取得を推奨し、子どもとふれあう機会の充実を図りま

す。


